
野田市消防団条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

令和５年３月２４日

野田市長 鈴 木 有



野田市条例第１７号

野田市消防団条例の一部を改正する条例

野田市消防団条例（平成１０年野田市条例第３４号）の一部を次のように改

正する。

第１３条第２項を次のように改める。

２ 災害、訓練、警戒等の職務に従事した団員には、別表第２に定める出動報

酬を支給する。

第１４条第１項を次のように改める。

公務のため市外へ出張した団員には、別表第３に定める費用弁償を支給す

る。

第１４条中第２項を削り、第３項を第２項とする。

別表第１中「、第２項」を削り、同表本部部長の項及び機関員加算の項を削

る。

別表第２を次のように改める。



別表第２（第１３条第２項）

区分 支給要件 出動報酬

災害出動 水火災その他の災害の予

防、鎮圧又は軽減に従事

した者

１回当たりの額 ８，００

０円（ただし、職務に従事

する時間が４時間未満の場

合は、４，０００円とし、

職務に従事する時間が８時

間を超える場合は、その後

４時間を経過するごとに

４，０００円を加算するも

のとする。）

訓練、警戒その

他の出動

各種消防訓練、警戒又は

会議に従事した者

日額 ２，５００円



別表第３中「第１４条第２項」を「第１４条第１項」に、

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現にこの条例の施行の日前から引き続いてこの条例に

よる改正前の野田市消防団条例第１４条第１項に規定する職務に従事する団

員に対する当該職務に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例によ

る。
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